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パワーハラスメント④

―過大な要求―

嫌がらせのつもりはなくとも、「みんな忙しいから」、
「こどものためでしょ」と過大な要求をするとパワハラ
に該当することがあります！程度問題で難しいかもしれ
ませんが、職員の心身の健康は「こどものため」ですの
で、過大な要求とならないよう、細心の注意を払いまし
ょう。
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～過大な要求とは？～

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕
事の妨害があった場合、「過大な要求」型のパワハラに該当す
ると考えられます。

「過大な要求」につき、該当する例は次のとおりです。

Ｎ Ｇ
⿥例⿦

・時間外勤務を強要し、まだ準備期間としては余裕があるの
に、行事の準備を終わらせるまで帰らせない

・行事での残業がきついと言う職員に、「こどものためなら
できるでしょ」と言い、やりがい搾取とも考えられる状況
を放置し、業務改善に取り組まない

・園長が個人的に飼っている犬の散歩を職員にさせる

・先輩職員が、自分の方がセロハンテープなどの文房具類の
近くに席があるにもかかわらず、わざわざ新人を呼んで取
らせる

・職員みな多忙であることを理由に、新人への十分な指導を
怠ったまま職務に就かせたにもかかわらず、失敗したこと
を叱責する

➠対応策は第２編第１章第１を参照

2頁3頁 〔HOH0004〕【ショウエイ企画(栗岡)】
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⿥例⿦

・中堅の保育士を育成するために現状よりも少し高いレベル

の業務を任せる

・繁忙期に業務上の必要性から、担当者にいつもよりも一定

程度多い業務の処理を任せる

14
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これまで掲げた類型の具体例はあくまで例であることに注意し

てください。

育児・介護ハラスメントとは、育児休業・介護休業制度等の利

用を理由とした嫌がらせ（言動や行為）により、男女労働者の就

業環境を害することをいいます。

なお、マタハラと同様に、業務分担や安全配慮等の観点から、

客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラス

メントには該当しません。

「育児休業・介護休業制度等」の「等」が気になりますよね。

育児・介護ハラスメント指針で以下の11の制度や措置を規定して

います。

① 育児休業（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律施行規則（則）76条１号関係）

② 介護休業（則76条２号関係）
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③ 子の看護等休暇（則76条３号関係）

④ 介護休暇（則76条４号関係）

⑤ 所定外労働の制限（則76条５号関係）

⑥ 時間外労働の制限（則76条６号関係）

⑦ 深夜業の制限（則76条７号関係）

⑧ 育児のための所定労働時間の短縮措置（則76条８号関係）

⑨ 始業時刻変更等の措置（則76条９号関係）

⑩ 介護のための所定労働時間の短縮の措置（則76条10号関係）

⑪ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律23条の３第１項の規定による措置（柔軟な働き方

を実現するための措置）（則76条11号関係）

なお、⑧～⑪は就業規則にて措置が講じられていることが必要
です。

育児休業・介護休業については知っていてもその他の制度や措
置があるということを意外と知らない職員も多いのではないでし
ょうか。制度や措置の利用を阻むのではなく、「こういった制度
もあるよ」と紹介できるとよいですね。

Ｑ 育休期間が賞与の算定期間に含まれてい

る場合に、日割り計算で賞与を減額しても

ハラスメントにならないのでしょうか。

4頁5頁 〔HOH0011〕【ショウエイ企画(早川)】
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Ａ 育児休業等の取得を理由として、賞与等

において不利益な算定を行うことは法律で

禁じられています（育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律10

条）。

～法的にはどんな問題が生じる？～

育児休業期間等、現に働かなかった期間を超えて、賃金を支払

わないことは「不利益な算定」に該当し、法令違反となりますが、

賞与の算定に当たり、現に勤務した日数を考慮している場合、育

児休業等により労務を提供しなかった期間を算定対象期間から控

除することは「不利益な算定」に該当しません。

そのため、ご質問のケースにおいて、現に勤務した日数を考慮

して賞与を算定している場合は、育休の期間を算定対象期間から

控除することは可能です。もっとも、賞与は、出勤日以外のその

他の要素（法人の業績、職員個人の査定結果など）を含めて構成

されているのが通常でしょうから、単純に日割り計算で賞与を減

額することにはならないのではないでしょうか。

⿥不利益な算定に該当しない例⿦

・育児休業、介護休業期間中において、現に働かなかった期間に

ついて、賃金を支払わないこと

・子の看護休暇、介護休暇を取得した場合において、現に働かな

かった期間について、賃金を支払わないこと
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第１章 ハラスメントの対応

ハラスメントが起こったらどうするか

（対応の流れ）

第１ 職員間でのハラスメントが起こった場合
ハラスメント申告の流れとしては、おおむね以下のような流れ

が想定されています。

相談窓口（一次対応） 第２編第１章第１の１、２

事実関係の確認（調査） 第２編第１章第１の３

行為者・相談者への採るべき措置を検討 第２編第１章第１の４

行為者・相談者へのフォロー 第２編第１章第１の４

再発防止策の検討 第２編第１章第１の４

1頁 〔HOH0019〕【ショウエイ企画(日置)】

第
１
章
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１ 内部相談窓口

(１) 相談を受けるのは誰か

職員間でのハラスメントが起こったら、ハラスメント被害に遭

った職員は、誰に相談すれば良いでしょうか。

大きな園（法人）（以降、第２編では単に「園」とします。）で

は、園内部に相談窓口が設置されていると思いますので、その窓

口に相談することが考えられます。

園内部に相談窓口のない場合は、先輩や主任、同僚など、身近

な職員に相談をすることもあるでしょう。

園長や理事長などに連絡しやすい場合は、ハラスメント被害に

遭った職員が、園長や理事長にハラスメントの相談をするかもし

れません。

(２) 適切な対応

内部の相談窓口担当者はもちろんのこと、ハラスメント被害の

相談を受けた職員や園長、理事長は、相談に適切に対応しなけれ

ばなりません。

相談窓口には、留意点等を記載したマニュアルがあると思いま

す。

相談窓口担当者ではないが、相談を担当することになった方は、

次のことに留意して相談を受けてください。
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ワンポイント

⿥相談を受ける時間・場所⿦

相談者が安心して相談できる状況となるよう工夫が必要です。

１回の相談時間は、長くても50分から60分程度が適当でしょう。

⿥ヒアリング時の注意点⿦

起きた事実や相談者の要望を丁寧に聞き取ることに集中してく

ださい。

ここでは問題把握が重要であり、問題解決の場ではないことを

意識してください。

【大事な心得】

初期対応が重要です。ここでの対応が適切に行われないと、セ

カンドハラスメントや問題が紛争に発展することがあります。

相談者やその相談内容に関係する者のプライバシーや名誉など

を尊重し、知り得た情報の秘密を厳守すること、公正真摯な態度

で、丁寧に聞くことに注意してください。

2頁3頁 〔HOH0019〕【ショウエイ企画(日置)】
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【園のカスハラに対する基本方針例】

●●園 カスタマーハラスメント対策への取組の基本方針

【目的】

●●園（以下「園」といいます。）の理念や基本方針を実現するため

には、園と利用園児の保護者との協力関係が必須であると考えており

ます。そして、園と保護者がお互いに信頼し合い、職員も気持ちよく

働くことができれば、結果として利用園児や保護者の満足度向上及び

課題解決につながるはずです。この方針は、それらを実現するために、

保護者にもご協力いただきたいこと、知っておいていただきたいこと

をお伝えすることを目的として作成させていただきました。

【カスタマーハラスメントについて】

保護者からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為（以下「カ

スタマーハラスメント」といいます。）は、労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41

年法律第132号。以下「労働施策推進法」といいます。）第30条の２第

３項（注：令和７年改正法施行後は「第33条第４項」となります。）に

基づき厚生労働省が告示している「事業主が職場における優越的な関

係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置

等についての指針」（注：令和７年改正法に基づき新しい指針が策定さ

れます。）において、事業主が講ずべき措置の対象とされているハラス

メント行為となります。

園は、カスタマーハラスメントから職員を守り、全ての職員に気持

ちよく働ける環境を提供する義務を負っています（労働契約法第５

条）。

園は、職員の人権を尊重し、就業環境の悪化を防ぐため、カスタマ
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ーハラスメントに対しては、保護者に対し、誠意を持って対応しつつ

も、毅然とした態度で対応します。もしも、職員が保護者からカスタ

マーハラスメントを受けた際は、職員が園内の相談担当者に報告・相

談することを奨励しており、相談があった際には組織的に対応します。

【対象となる行為】

令和７年改正労働施策推進法が定義するカスタマーハラスメントと

は、

① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により

③ 労働者の就業環境を害すること

をいいます。

また、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

が定義するカスタマーハラスメントとは、

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内

容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会

通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業

環境が害されるもの

をいいます。

（注：令和７年改正法に基づく指針が策定されたら、その指針の内容

を反映させることが考えられます。）

保護者の要求の内容が妥当性を欠く場合の例

・提供する教育・保育に瑕疵・過失が認められない場合

・要求の内容が、教育・保育の内容とは関係ない場合

要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動の例

・身体的攻撃（暴行、傷害）

22頁23頁 〔HOH0020〕【ショウエイ企画(栗岡)】
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～日本版DBSと不適切な保育～

対談者プロフィール

王寺 直子（おうじ なおこ）
特定非営利活動法人全国認定こども園協会 代表理事

全国に先駆け1999年から同一敷地で学法と社福両法人立のこども

園を設立、2004年構造改革特区幼保合同保育活動を経て2007年「幼

保連携型認定こども園」を創設。2008年「全国認定こども園協会」

創設、副代表就任、2022年「特定非営利活動法人全国認定こども

園協会」代表理事に就任し現在二期目（2025年６月より）。

30年現場を務め、その後園長の任に就く。

木元：本日は、王寺先生に、虐待・不適切な保育とDBS制度、時間

が許せば、保護者からのハラスメントについてもお伺いでき

ればと思っております。

王寺：はい、よろしくお願いします。

木元：まずは園児へのハラスメントである、虐待・不適切な保育に

ついてお伺いします。自園以外の、他の現場で気になってい

ることを教えてください。

王寺：視察に行った時に、「ちょっと気になるなぁ」というようなこ

と、視察に行って、「あれ？」って思うようなことを、やっぱ

り自園に帰ってみて「どうなの？」という話はしたりするん

ですよね。

木元：具体的にはどういう事例がありますか。

王寺：私たちは、長年、ずっと勤めていると慣例になっていること

2頁〔HOH0022〕【ショウエイ企画(早川)】
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ってよくありますよね。行事にしても、何にしても。特に乳

幼児、０・１・２歳の保育では、基本的生活習慣の獲得が主

となっていきますよね。それでトイレへ排泄に行く時間と

か、食事の時間、午睡の時間とか決められたこの時間の中で

やらなきゃいけないことが多いのです。一人一人に寄り添う

保育をと思っていながらも、その子が「本当にお腹が空いて

いるのだろうか？」とか、「眠たくない・眠たいんだろうか？」

とか、いろんなことを一人一人に、尋ねるようなことはほと

んどしないことが多いと思うんですね。

木元：そうですよね。
王寺：例えば、「もう11時を過ぎたから食事の用意をしようか」とか。

「11時半ぐらいに食べさせようか」とか、「お腹空いてる子は

誰か」とかね。そんなことを考えずに食事の用意をして、そ

して午睡までの短い時間で、ちゃんと効率良くできるかって

いうのをね、意外とやりがちなんですよね。その時に、私が

行った視察園では、食事の時間で、担当制で食事を与えてい

らして、今、配置基準といって、０歳児は３人に１人、１歳

児は５人に１人ないし、６人に１人なんですけれども、担当

制になると、４、５人が自分の担当となるわけですね。１歳

児後半はもう自分でご飯を食べようとする子どももいて、自

分で手づかみとかスプーンで食べたりします。でもまだ１歳

になったばっかりのお子さんは、そろそろスプーンを口に入

れるとこうパクっと食べてくれるようになる、というように、

違うわけですよね。すると、やっぱり手のいる子から先に食

べさせた方がいいわよね？となるわけですよね。

木元：そうですよね。
王寺：最高、１人の保育者で３人くらいなんです、食事のお世話を

2頁
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